
千 葉 青 調 会 会 則 
 

第１章 総 則 

 

第１条（名称） 

本会は、千葉青調会と称する。 

 

第２条（目的） 

本会は、土地家屋調査士業務の研鑽及び会員相互の親睦を目的とし、これを達成 

するために必要な事業を行う。 

 

第３条（事務局の設置） 

１．本会の事務を処理するため事務局を代表の事務所に置く。 

２．事務局は、役員及び事務局員若干名により構成する。 

３．代表は必要に応じ、役員会の承認を受けて事務局員を任免する。 

 

第２章 会 員 

 

第４条（会員） 

１．本会の会員は、原則として千葉県土地家屋調査士会会員にして本会の目的に賛

同し入会した者とし、正会員と賛助会員の２種とする。 

（１）正会員 

入会時に満５４歳以下の者、または土地家屋調査士登録後１５年以内の者。 

（２）賛助会員 

前号以外の者であって、役員会の承認を得た者。 

２．会計年度初日に前号の年齢または登録年数の要件を満たし、本人の申告に基づ

き役員会の承認を得た者は、正会員から賛助会員へ変更できる。 

 

第５条（入会） 

本会の会員になろうとする者は、入会申し込みを行い、１ヶ月以内に会費を納付 

しなければならない。 

会員名簿の記載をもって、会員の資格を取得する。 

 

第６条（会員資格の喪失） 

会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。 

（１）第４条の会員資格の喪失 

（２）退会 

（３）除籍 

 

第７条（退会） 

会員が退会しようとするときは、代表に退会届を提出しなければならない。退会 

届の受理をもって、会員の資格を喪失する。 

 

第８条（除籍） 

１．会員が次の各号の一に該当するときは、役員会における議決により、これを 

除籍することができる。 

（１）本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。 

（２）会費を３期以上滞納したとき。 

２．前項１号により除籍しようとする場合は、当人の事情を聴取しなければなら 

ない。ただし、本人がそれに応じない場合はこの限りではない。 

（２）前項２号により除籍しようとする場合は、本人に通知し、通知日より一ヶ月以



内に通知日の年度の会費の納入をもって会員資格の継続とし、会費の納入がない場

合は除籍とする。ただし、滞納金の納入はこれを求めない。 

（３）前号の規定により会員資格を継続した者が再び会費を２期滞納した場合は、本

人に通知し、通知日より一ヶ月以内に通知日の年度の会費及び継続後の滞納金の全

額の納入をもって会員資格の継続とし、会費及び滞納金の全額の納入がない場合は

除籍とする。なお、当条項により継続した者が滞納した場合もこれを準用する。 

 

第９条（会費等の不返還） 

退会又は除籍されたる場合、納入済の会費等の返還は行わない。 

 

 

第３章 会の機関 
 

第１節 総 会 

 

第１０条（総会） 

１．総会は、正会員で構成し、定時総会と臨時総会とする。 

２．定時総会は、毎年会計年度終了後２ヶ月以内に、臨時総会は適宜に、代表がこ

れを召集する。 

３．前項の召集通知は、会日の２週間前までに適宜な方法により会員に通知する。 

４．正会員総数の４分の１以上の請求があった場合、代表は、請求があった日から

１ヶ月以内に臨時総会を召集しなければならない。 

５．総会は、正会員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

６．賛助会員は、総会に出席することが出来る。また、必要な場合、発言をする事

ができる。 

 

第１１条（議長） 

総会の議長は、総会において選任する。 

 

第１２条（決議事項） 

定時総会では、次の決議を行う。 

① 事業計画に関する事項 

② 予算及び決算に関する事項 

③ 会則の改廃に関する事項 

④ 役員の選任及び解任に関する事項 

⑤ 総会において必要と認めた事項 

⑥ その他本会の運営に必要な事項 

 

第１３条（決議） 

総会の決議は、出席した正会員の過半数で決する。ただし，可否同数の場合は、議

長がこれを決する。 

 

第１４条（書面表決等） 

やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面で表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決委任することがで

きる。 

この場合において、前条及び第１０条５項の規定の適用については出席したものと

みなす。 

第１５条（議事録） 

総会の議事については、議事録を作成する事とする。 

議事録記録人は出席した正会員または賛助会員から選出する。 

議事録署名人は出席した正会員の中から２人選出する。 



第２節 役員及び役員会 

 

第１６条（役員） 

１．本会に次の役員を置く 

① 代 表 １人 

副代表 ２人以内 

幹 事 ３人以上 

会 計 １人 予備会計 １人 

② 顧 問 ５人以内（必要に応じて置く事が出来る） 

２．本会に前項役員のほか、会計監査２名を置く 

 

第１７条（役員の選任及び任期） 

１．   前条１項１号に記す役員は、総会において正会員の中から選任する。 

１の２.会計監査は総会において正会員または賛助会員の中から選任する。 

２．   顧問は、代表が指名し、総会において承認を得る。 

３．   役員の任期は、就任後第１回目の定時総会の終了までとする。 

４．   役員の再任は妨げない。 

 

第１８条（役員の職務） 

１．役員は次の職務を行う 

（１）代表は、本会を代表し会務を統括する。 

（２）副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。 

（３）幹事は、会務の執務に協力する。 

（４）会計は、本会の資産の管理を行う。予備会計は、会計に事故あるときは 

その職務を代行する。 

（５）顧問は、代表の求めに応じ、助言、協力をする。 

２．会計監査は、本会の会計を監査し、結果を代表に報告し、総会にて承認を得 

る。 

 

第１９条（役員会） 

１．役員会は、代表、副代表、幹事、会計で構成し、会務の執行にあたる。 

２．代表は、会務執行上必要と認めるとき、役員会を召集する。 

また、必要あるときは顧問の出席を求めることができる。 

 

第３節 定例会 

 

第２０条（定例会） 

１．本会の目的を達成するために、「定例会」を行う。 

２．定例会は本会の根幹となる事業であり、全会員が執行する義務と権利を有す

る。 

 

 

第４章 会 計 

 

第２１条（会計年度） 

本会の会計年度は、１月１日から１２月３１日とする 
 

第２２条（資産の構成） 

本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入で構成する。 
 

第２３条（経費の支弁） 

本会の経費は、資産をもって支弁する。 



 

第２４条（会費） 

１．会費は、月額５００円とする。 

２．会費は定時総会会日までに一括前納することとする。 

３．中途入会の場合の会費は月割とする。 
 
 

第２５条（活動費の補助） 

本会は、役員会の承認を得て研修会等へ参加するものに対し、活動費を補助するこ

とができる。 
 

 

第５章 雑 則 
 

第２６条（諸規定の設置） 

役員会は、本会の運営を円滑にするために、本会則に附帯する諸規定を定めること

ができる。但し会則に反する規定は、定めることができない。 
 
 

附 則 

 

第１条（施行期日） 

１．本会則は、設立総会をもって施行する。 
 

２．初年度の会計年度は、設立総会から平成１９年１２月３１日とする。 

 

第２条（施行期日） 

本会則は第１７回定時総会をもって施行する。 


